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市では、市内の中小企業者が金融機関から信用保証制度を利用して融資を受ける際に発

生する信用保証料の補助を行っています。 

 

 

制 度 名 

融 資 対 象 
資金使途 融資限度額 期 間 利 率 保 証 料 率 取扱金融機関 

【小口資金特別保証制度】 

 

市内で事業を営む中小企業者

で、かつ納税状況の良好な企業 

運転資金 

設備資金 

（制度内

での借換

可） 

1,250 万円 

10 年以内 

 

据置期間 

運転資金は

6 か月以内 

設備資金は

1 年以内 

年率 

1.8%以内 

企業のリスクにより 

9 段階の保証料率 

(市が全額補助) 

※事業者選択型経営

者保証非提供制度に

よる保証料の

0.25％又は0.45％に

相当する額について

は補助対象外 

取扱金融機関 

信用保証協会 

 

【取扱金融機関】 

 青森みちのく銀行、東奥信用金庫、青い森信用金庫、青森県信用組合 

◎融資条件等については、各取扱金融機関へお問い合わせ下さい。 

 

 

 

①申込事業者が取扱金融機関に融資申込み 

②取扱金融機関による融資審査後、信用保証協会に保証依頼 

③信用保証協会による保証審査後、信用保証協会が取扱金融機関に保証承諾 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒石市融資制度のご案内 (案) 

黒石市特別保証制度 

申込手続きの流れ 



お問い合わせ先：黒石市役所 商工観光部 商工課 商工振興係 
        TEL：０１７２－５２－２１１１（内線６４１）  

制 

度 

名 

融 資 対 象 資金使途 融資限度額 期 間 利 率 保 証 料 率 

䣓
青
森
新
時
代
䣔
へ
の
架
け
橋
資
金 

(1)県内で中小企業者として創業する（創業後 5 年

未満の中小企業者を含む。)事業 

 ①スタートアップ創出枠（スタートアップ創出

促進保証によるものに限る。） 

 ②創業枠（スタートアップ創出促進保証以外の

保証によるものに限る。） 

※スタートアップ創出促進保証を利用する場合

は法人に限る 

運転資金 

設備資金 

※(1)②に

ついて借

換資金可 

1,000 万円 

10 年以内 

（据置 1 年

以内） 

1.7％ 

※(1)①②につい

て、女性、UIJ タ

ーンによる創業 

1.5％ 

※(1)①②について

各市町村が設置す

る創業相談窓口の

利用が確認できる

者 

1.6％ 

※ (1)～ (3)につい

て三者連携協定に

基づく融資を受け

るもの 

1.6％ 

(3)についてくるみ

ん認定企業の場合 

1.5％ 

原則 0.45%～1.9% 

 

市 70％、県 30％補

助（県の補助がない

者については、市が

全額補助） 

※(1)について、スタ

ートアップ創出促

進保証を利用する

場合、信用保証料

0.2％の上乗せ分は

補助対象外 

※事業者選択型経

営者保証非提供制

度による保証料の

0.25％又は 0.45％

に相当する額につ

いては補助対象外 

(2)法令等に基づく認定又は国や県等による補助

金等の採択を受けた事業 

(3)特別枠 

 ①新商品等の開発・新分野進出を図る取組 

 ⑤労働力確保（賃上げ）・仕事と子育ての両立

に資する取組 

 ⑥物流の効率化を図る取組 

(4)事業承継枠 

 ④事業承継特別保証を利用し、中小企業活性化

協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターによる

確認を受けたもの 

2.2％（固定） 

※経営力向上割引

の利用可能 

（この場合 0.5％

割引） 

事
業
活
動
応
援
資
金 

 事業活動に必要な資金の調達を図るもの 
運転資金 

設備資金 
2,000 万円 

10 年以内 

（据置 2 年

以内） 

2.1％（変動） 

※経営力向上割引

の利用可能 

（この場合 0.5％

割引） 

原則 0.45%～1.9% 

市が 70％を補助 

※事業者選択型経

営者保証非提供制

度による保証料の

0.25％又は 0.45％

に相当する額につ

いては補助対象外 

 

青森県特別保証融資制度で市が保証料等を補助するもの 


